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「ドイツ法定災害保険（Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung：略称：DGUV）は、2021年 7月に、2020年にお

ける労働災害、職業性疾病及び DGUVの労働災害予防活動の速報としての報告を公表しました。」 
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Ⅲ 2020年における職業性疾病の発症状況（速報） 

 

別記 1~5（2018－2020年の 3年間の推移が示されています。） 

（別記 1）職業性疾病の疑いがあると報告された疾病 

 

（別記 2）確定された職業病疾病 

（資料作成者注：ドイツ及び日本における石綿による労災補償状況） 

 

（資料作成者注：ドイツにおける石綿による職業性疾病の発生状況及び日本における石綿による職業性疾病に対する労災補償状況） 
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